
申告手続きの流れ どこで何の申告をすればいいの？必要なものは？

館山市での申告が必要です。

START
スタート

Q2.

１月１日時点で

館山市に住所がありましたか？
税申告については、１月１日の

時点で住民登録のあった市町村

にご相談ください。

他市町村で申告してください。

いいえ

は
い

当該年度の前年中（１月１日～

１２月３１日）に所得はありま

したか？

いいえ

所得がなかったことを、
館山市役所税務課にて申告
（０円申告）してください
(※)。

は
い

詳しくは、館山市役所税務課

までお問い合わせください。

【必要なもの】
・マイナンバーカード

該当する年間の所得について、税務課もしくは税務署で申告してください。

【必要なもの】

・マイナンバーカード

・該当する年間の所得がわかるもの

（源泉徴収票、自営業の収入がわかる帳簿など）

・控除に必要な書類

詳しくは、館山市役所税務課までお問い合わせ

ください。なお、収入等の状況によっては、税

務署での所得税申告が必要な場合があります。

税申告に関するお問い合わせ先

館山市役所 税務課
☎０４７０－２２－３２６２

Q3．

Goal

ゴール

Q1.

税申告はお済みですか？

い
い
え

はい

税申告の手続きは不要です

申請時に、館山市が保護者等の

所得や課税状況を確認すること

について、同意をお願いします。

ゴール

Goal

Goal

ゴール


